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名 称 等  沼津市リノベーションまちづくり推進ガイドラインの公表 

公 開 日  平成２９年６月３０日（金曜日）  

担   当  都市計画部 まちづくり政策課  

           直通 ０５５－９３４－４８８６  内線 ２５７９ 

 

１  内 容 

本市では、空き家や空き店舗などの遊休不動産を新たな使い方により再生し、これを複数生

み出し連鎖させることで、まちの賑わいや雇用の創出、エリア価値の向上等を目指すリノベーショ

ンまちづくりに、平成２７年度から取り組んでいます。 

取り組みの基本的な考え方や推進イメージを、民間と行政が共有して進めていくため、平成２８

年度に民間主導による議論の場として「沼津市リノベーションまちづくり戦略会議」を年６回開催し、

そこでの意見をもとに「沼津市リノベーションまちづくり推進ガイドライン」を策定しました。 

 

２  今後の活用 

   このガイドラインを市ＨＰ等で公開・発信し、市民等に広く周知を図り参画者を増やしていくとと

もに、ガイドラインで示すビジョンの実現に向けて、今年度の取り組みを充実させていきます。 

 

３  策定の経緯・経過 

平成２８年度に民間主導による議論の場として「沼津市リノベーションまちづくり戦略会議」を年

６回開催し、延べ６００人程の市民等が参加。そこでの意見をもとに、ガイドラインを策定しまし

た。 

 
            開催日   テーマ 

第１回   Ｈ２８．５．２０ リノベにまつわる沼津の現状 
第２回   Ｈ２８．７．１４ 沼津の資源と新しい仕事 
第３回   Ｈ２８．８．３０ 沼津の不動産オーナーの役割 
第４回   Ｈ２８．１０．２５ 沼津の遊休資産と新しいコンテンツ 
第５回   Ｈ２８．１１．２９ 沼津の新しい暮らし方 
第６回   Ｈ２９．１．２４ 戦略の策定に向けて 

 
４  添付資料 

沼津市リノベーションまちづくり推進ガイドライン（概要版） 
※基礎資料等も含む完全版については、市ＨＰ（リノベーションまちづくり）で公開しています。 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/renovation/index.htm 
























